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様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）

（第1面）

ポリ塩化ビフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届拙書（保管事業者及び所有事業者用）

年 月 日
金沢市長 殿

届出者

住所石川県金沢市間明町2丁目259番地2
エナテックス株式会社

氏名代表取締役黒保早苗
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号076-291-2121

(法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条II

の規定に基づき、令和 6年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1． ポリ塩化ビフェニル廃棄物について
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保管事業場の名称

保管事業場の所在地

’ |電諦番号’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

’ 保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたボリ塩化ビフエニル廃棄物

’廃棄物の型式等 量 保管の状況
処分予
定

年月
’

｜

’
｜

｜

|製造年月

台数又

は

容器の

数

」濃度
区分

処理業者との
調整状況製造者名’

分別・ I
混在のI

別

番号 廃棄物の種類 漏れ等
の

おそれ

総重量
（1台当たり

亜量×台数）

定格

容堂
参考事項表示記号

等
容器の

性状
等
無

い
有

囲
の

型式

■
l

J | | ’

’I II

(日本産業規格A列4番）
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（第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等 量

濃度
区分

保管開始
年月日

保管開始
理由灘灘，

番号 廃棄物の種類 定格
容量

総重量
（1台当たり
iIt股×台数）

製造者名｜ 型式 ｜製造年月 ｜表零号 参考事項

｜ ~
③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

廃棄物の型式等 量

濃度
区分製造着≦型式’

保管終了
年月日

保管終了
理由

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

番号 廃棄物の種類 総重量
( 1台当たり
亜俄×台数）

定格
容量 製誉年|麦零号

台数又は
容器の数

参考事項

I

i

l

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

量

｜ ’
’

’

番号 廃棄物の種類

廃棄物の型式等

定格
容量

製造者名 型式

’

’

’
1

1

|製苧 |霞雪ゞ
台数又は
容器の数

｜

’

総重量
(1台当たり
亜趾×台数）

濃度
区分

自ら処分した場合

処分
年月日

｜
I

l

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

’

処分を委託した場合

処分委託
年月日

処分受託者の
名称

’

’
1

処分
年月日

参考事項
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(第3面）

ポリ塩化ビフェニル使用製品について2

所在事業場の名称 エナテックス株式会社

石川県金沢市間明町2丁目259番地2所在事業場の所在地

|電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
常務取締役三尾雄太 076-291-2121

’所在の場所 屋外キュービクル

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

製造蓄名| 蕊武 |製遥隼鳳|羨零、
濃度
区分

製品の種類番号 定格
容量

総重量
（1台当たり
砿吐×台敬）

廃棄予定
年月

参考事項処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数

0

2.4111g/k9KVA松下電器産業SCWH-STSI S5210変圧器（トランス） 301 R9. 3 1 台206.0 kg 低濃度

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所蕊,…1 型”

0

0 所有開始
理由

製品の種類番号 総重量
（1台当たり
砿吐×台数）

台数又は

容器の数
参考事項製造年月表示記号

等
●
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（第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ピフェニル使用製品
製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

番号 製品の種類 移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地蕊|製遣着翁, 型式 |製遣隼,

総重量
( I台当たり
亜量×台数）

表示記号
等

台数又は
容器の数

参考事項

’

D

I

備考 1． この届出書は、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフエニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ボリ塩化ビフエニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び

「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
4~ 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例28-001)を付すこと。なお、前回ま
での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の棚には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
6． 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号
等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル
廃棄物については記入しなくて構わない。

8． 「曇」の欄のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の
数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する
ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の柵のうち、 「総重量」の棚には、ポリ塩化ビフエニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他
のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10. 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高機度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃
度ポリ塩化ビブェニル使用製品の略称「低濃度」とは高機度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外
のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11． 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ピフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合
には、保管しているボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12~ 「保管の状況」の欄のうち、 「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフエニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること
（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。

13． 「保管の状況」の棚のうち、 「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフエニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する
こと。

14． 「保管の状況」の柵のうち、 「分別・混在の別」の柵には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の棚には、保管中のポリ塩化ビフエニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。
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(第5面）

16． 「処分業者との調整状況」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフエニル廃棄物及び高濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17~ 「参考事項」の柵には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kg」 、
「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18． 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の棚には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の棚には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21． 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

記載しなくて構わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27~その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

28．都道府県知事が定める部数を提出すること。



令和 6 年 5 月 22 日

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

囲い等

の有無

分別・

混在の

別

漏れ等の

おそれ

1 KVA
三菱電機

㈱
RA形 1986年 1 台 225.0 kg 低濃度

囲い

有、掲

示無

分別 なし

住　所

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

医療法人社団　映寿会　 理事長　北元　喜洋

の規定に基づき、令和

保管の場所

電話番号

金沢市長

保管事業場の名称

金沢市鞍月東1丁目8番地
届出者   

定格

容量

量

076-237-8000院長　前田　敏男

台数又は

容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

様式第一号（一）（第九条、第二十条及び第二十七条関係）

番号

①前年度の３月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の型式等

処分予定

年月

変圧器

処理業者との

調整状況

なし

殿

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

（第１面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

保管の状況

容器の

性状

濃度

区分

金沢市鞍月東1丁目9番地

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第８条第１項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）

氏　名

電話番号

１．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

屋内で保管

廃棄物の種類

50

参考事項

映寿会みらい病院

保管事業場の所在地

076-237-8000

（日本工業規格　Ａ列４番）



型式
製造年

月

該当なし

型式
製造年

月
処分委託
年月日

処分受託者の
名称

該当なし

製造者名

廃棄物の型式等

表示記号
等

保管開始
理由

参考事項

量

処分後の廃棄物の
種類及び処分先

処分を委託した場合

台数又は
容器の数

総重量
（１台当た

り

重量×台

保管開始
年月日

（第２面）

番号

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

濃度
区分

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号 廃棄物の種類

番号 廃棄物の種類 参考事項

保管終了
年月日

参考事項
保管終了

理由
移動先の保管の場所並びに事業者

又は事業場の名称及び所在地

総重量
（１台当たり

重量×台数）

濃度
区分

廃棄物の種類

量廃棄物の型式等

表示記号
等

該当なし

型式 製造年月製造者名
定格
容量

自ら処分した場合

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

台数又は
容器の数

総重量
（１台当た

り

重量×台

処分
年月日

廃棄物の型式等

製造者名
定格
容量

定格
容量

処分
年月日

表示記号
等

量
濃度
区分



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

（第３面）

２．ポリ塩化ビフェニル使用製品について

映寿会みらい病院

金沢市鞍月東1丁目9番地

製品の種類

事業場の所在地と同じ

量

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

総重量
（１台当たり

重量×台数）

濃度
区分

参考事項

参考事項台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

製品の型式等

院長　前田　敏男
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
076-237-8000

所在の場所

製品の型式等

電話番号

番号

廃棄の見込み

①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

台数又は
容器の数

該当なし

定格
容量

定格
容量

該当なし

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

番号 製品の種類

量
所有開始

理由
所有開始

場所
所有開始
年月日



製造者名 型式 製造年月
表示記号

等

該当なし

備考

    廃棄物については記入しなくて構わない。

３．「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び

台数又は
容器の数

総重量
（１台当たり

重量×台数）

１４．「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

    度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

６．「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名｣、｢型式｣、｢製造年月｣ 及び「表示記号

    等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。

１１．「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

    には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

１２．「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

    （例：「ドラム缶」、「なし」）。

    数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

    ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

    こと。

    「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

４．「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（平成２８年度の保管状況を届け出る場合の例：２８－００１）を付すこと。なお、前回ま

    での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

５．「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

１３．「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

    のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

１０．「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

７．「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

    のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

参考事項番号

量

定格
容量

９．「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、１台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他

２．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

１．この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度６月３０日までに提出すること。

８．「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

１５．「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

（第４面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

製品の種類

製品の型式等
所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業
者

又は事業場の名称及び所在地



１６．「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する

    こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

１７．「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、

    「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する

    こと。

１８．「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

１９．「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

２０．「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

２１．「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。

２２．「①前年度の３月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

    製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第９条第１項第５号又は第20条第１項第５号の規定に基づ

    き、記載するものである。

２３．「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１８号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ

    フェニル使用製品をいう。

２４．この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

２５．「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については

    記載しなくて構わない。

２６．この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第１２条の３第４項又は第１２条の５第５項の規定による送付を

    受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりＡ３判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

    めこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をＡ３判以下

    の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、６月３０日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第１２条の５第４項の規定による通知

    を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から１０日以内に提出す

    ること。

２７．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

２８．都道府県知事が定める部数を提出すること。

（第５面）





様式第一号（一） （第九条、第二十条及び第二十七条関係）
（第1面）

ポリ塩化ビフエニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和6年6月18日
金沢市長 殿

届出者

住所

氏名

電話番号
Ⅷ

爪町
クス

勉
名称

石
株
代
く
師

柳6‘6‘20
ご減第

一受f

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。 ）
の規定に基づき、令和 5年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1．ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称 株式会社絵エオネックス

金沢市東蚊爪町1-19-4保管事業場の所在地

’ |電話番号’電話番号特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 喜多王章 076-238-9685

’保管の場所

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフエニル廃棄物

廃棄物の型式等 脳 保管の状況
処分予

定

年月 I
台数又

は

容器の
数

濃度
区分

処理業者との
調整状況

分別・

混在の
別

漏れ等
の

おそれ

番号 廃棄物の種類 総重鼓
（1台､'iたり
1K職×台数）

参考事項

蕊|製造者名| 型式製造年月表零号
容器の

性状
囲い等
の有無

開い

無、掲
示有

PCB分析廃液(低

濃度)をウエスで
拭き取ったもの

ウエス 一斗缶低濃度28-001 l 缶2.0 kg 分別 なし

(日本工業規格A列4番）



(第2面）

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

關剛､ 〃鮒㈱ ゞ…

■■■ ｜■■

廃棄物の型式等

f"# |
量

１
１

！
’ １

I
’

番号廃棄物の種類 総重愚
（ 1台当たり

11品×台数）

定格
容邑

表示記号

等

台数又は

容器の数
製造年月

該当なし

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。 ）

■廃棄物心種．

■■■
回国"墓篭『l

l l ■■■■■

廃棄物の型式等

…| 型式鰻苧
｜ ’

移動先の保管の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

定格

容鐘

表示記号

等

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

~
~
国
■
・

■
図
■
■
■

園
■
■
■

I

職|圏|劇蝋華|蹴駈聯『
｜ ｜■｜ ’ ｜ ’ l
l l■ ’ l i l
i l■ ’ l I l

廃棄物の型式等

…| 型式 |雫、
l l
l l
l

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

Ｉ
Ｉ
‐
Ｉ

定格

容量

処分

年月日

表示記号
等

台数又は
容器の数



(第3面）

2ポリ塩化ビフェニル使用製品について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出害（保管事業者及び所有事業者用）

所在事業場の名称

所在事業場の所在地

株式会社エオネックス

金沢市東蚊爪町1-19-4

~ |電話番号’電話番号
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理

責任者の職名及び氏名
喜多王章 076-238-9685

l
l

l
所在の場所 事業所の所在地及び※01-002は金沢市湊1丁目66番地(機材センターキュービクル内）

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ピフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。 ）

製品の型式等 廃棄の見込み 量

濃度
区分

番号 製品の種類 総重量
( 1台当たり
砿賦×台数）

参考事項定格
容量

廃棄予定
年月

処分業者との
調整状況

台数又は
容器の数製造者名｜ 型式 ｜製造年月 |表奮号

カネクロール

混合液2ml
(PCB'標準液）

PCB分析で使用
(濃度100mg/L)7.
ンプルで保管

GLｻｲｴﾝｽ 1 個 低濃度28－002
~

WELLINGOTON

混合標準液
(PCB標準液）

PCB分析で使用
(濃度24000n9/m2)
アンプルで保管

WELLINGOT

ON
3 個 低濃度01-001 ~ ~

2' :wI|讓鑿 試験報告書(写
し）

変圧器（トランス） SF 1992年 | K18226401-002X
《
ロ 低濃度100.0 kg1

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ピフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。 ）

製品の型式等 量

所有開始
年月日

所有開始
場所

所有開始
理由

製品の種類番号 総重量
( 1台'｣iたり
iK縦×台数）

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

表示記号
等

製造者名 型式 製造年月



(第4面）

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

ポリ塩化ピフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出害（保管事業者及び所有事業者用）
製品の型式等 量

所有終了
年月日

所有終了
理由

移動先の所在の場所並びに事業者
又は事業場の名称及び所在地

製品の種類番号 総重量
( 1台､¥たり
砿欣×吉数）

参考事項定格
容量

台数又は
容器の数

表示記号
等

型式 製造年月製造者名

該当なし

1． この届出書は、ボリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。

2．届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。

3． 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、 「所在事業場の名称」及び
「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。

4． 「番号jの欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数一」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例： 28－001）を付すこと。なお、前回ま

での届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。

5． 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。

6~ 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」 、 「製造者名｣、 「型式｣、 「製造年月」及び「表示記号

等」を記入すること。なお、 「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること （例：不燃性油） 。

7． 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル

廃棄物については記入しなくて構わない。

8~ 「量」の棚のうち、 「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気磯器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の

数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握する

ことができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。

9． 「量」の欄のうち、 「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、 1台当たりの重堂に台数（個数）を掛けた重壁を記載すること。その他

のものについては、容器込みでの重量を記載すること。

10． 「濃度区分」の柵には、 「高濃度」 、 「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、 「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃

度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、 「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外

のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。

11 ~ 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合

には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。

12． 「保管の状況」の柵のうち、 「容器の性状」の柵には、ボリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること

（例： 「ドラム缶」 、 「なし」 ） 。
13~ 「保管の状況」の欄のうち、 「囲い等の有無」の柵には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入する

こと。

14． 「保管の状況」の欄のうち、 「分別・混在の別」の柵には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
15． 「保管の状況」の欄のうち、 「漏れ等のおそれ」の柵には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

備考
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16． 「処分業者との調整状況」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフエニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入する
こと。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。

17． 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること （例： 「屋内で保管」 、 「絶縁油を抜いたもの」 、 「PCB濃度△mg/kgj 、

「今後分析予定」 ） 。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載する
こと。

18~ 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、 「他の事業場から移動」 、 「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。

19． 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、 「他の事業場に移動」 、 「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。

20． 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。

21. 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22． 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフエニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物を除く。 ） 」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用

製品以外のポリ塩化ビフエニル使用製品については、ポリ塩化ビフエニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づ
き、記載するものである。

23． 「高濃度ポリ塩化ビフエニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビ
フェニル使用製品をいう。

24． この届出書において、 「廃棄」 とは、ポリ塩化ビフエニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。

25． 「廃棄予定年月」の柵には、高濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については
記載しなくて樅わない。

26． この届出に係るポリ塩化ビフエニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。 ）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するた

めこれらの書類を添付することができない場合は､当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下

の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、 6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知

を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出す
ること。

27．その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28~都道府県知事が定める部数を提出すること。
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